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衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
先
行
的
除
染
事
業
の
支
援
事
業
者
が
直
面
し
た
課
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
先
行
的
除
染
事
業
の
支
援
事
業
者
が
直
面
し
た
課
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
所
有
者
の
同
意
」
が
円
滑
に
得
ら
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
と
も
連
携
し
つ
つ
住
民
等

へ
の
説
明
会
の
開
催
等
を
通
じ
て
、
除
染
の
対
象
と
な
る
土
地
等
の
権
利
を
有
す
る
者
（
以
下
「
関
係
人
」
と
い
う
。
）
の

理
解
を
得
る
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出

さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
七
項
及
び
第
三
十
八
条
第
七
項
に
お
い
て
、
関
係
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、

国
等
は
、
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
除
去
す
る
土
壌
の
量
が
過
度
に
多
く
な
ら
な
い
方
法
と
し
て
、
平
成

二
十
三
年
十
二
月
十
四
日
に
環
境
省
が
策
定
し
た
「
除
染
関
係
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
お
い
て
は
、
「
削
り
取
り
の
対
象
と
す

一



る
土
壌
表
面
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
小
さ
い
面
積
（
外
部
か
ら
の
放
射
線
の
影
響
を
な
る
べ
く
受
け
ず
に
土
壌
表
面
の
空
間
線

量
率
等
を
測
定
で
き
る
程
度
の
面
積
）
に
つ
い
て
、
空
間
線
量
率
等
を
測
り
な
が
ら
表
土
を
一
か
ら
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程

度
ず
つ
削
り
取
り
、
削
り
取
る
べ
き
厚
さ
を
決
定
」
す
る
こ
と
を
例
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
十
一
月
二
十
二
日
に
内
閣

府
原
子
力
被
災
者
生
活
支
援
チ
ー
ム
が
策
定
し
た
「
除
染
技
術
カ
タ
ロ
グ
」
に
お
い
て
は
、
固
化
剤
を
利
用
し
た
表
土
の
削

り
取
り
を
例
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
除
去
し
た
土
壌
の
減
容
化
に
資
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
実
施
し

て
い
る
「
平
成
二
十
三
年
度
除
染
技
術
実
証
試
験
事
業
」
の
成
果
や
技
術
開
発
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
適
宜
、
有
用
な
方
法

を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
が
行
う
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
染
等
の
措
置
等
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
そ

の
費
用
に
つ
い
て
、
適
宜
情
報
収
集
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


